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二
、
不
実
証
広
告
規
制
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
か
ら
み
る
事
業
者
の
困
惑

１
　
景
表
法
七
条
に
よ
る
措
置
命
令
の
構
造

　
ま
ず
、
景
表
法
七
条
に
よ
る
措
置
命
令
の
構
造
（
不
当
表
示
関
係
）
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
た
い
。

　
景
表
法
上
禁
止
さ
れ
る
不
当
表
示
に
は
、
五
条
一
号
の
い
わ
ゆ
る
優
良
誤
認
表
示
と
同
二
号
の
有
利
誤
認
表
示
、
そ
の
他
、
商
品
等

の
内
容
や
取
引
条
件
以
外
の
事
項
に
係
る
不
当
表
示（
指
定
告
示
、
同
三
号
）と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
抵
触
す
る
表
示
が
あ
っ

た
場
合
、
消
費
者
庁
長
官
（
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
委
任
、
三
三
条
一
項
）
は
、
表
示
の
差
止
や
再
発
防
止
策
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
違
反
行
為
が
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
可
能
で
あ
る
（
同
七
条
一
項
）。

　
こ
の
う
ち
、
優
良
誤
認
表
示
に
関
し
て
は
、
消
費
者
庁
は
、
そ
の
表
示
が
こ
れ
に
抵
触
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
表
示
を
し
た
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
表
示
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
「
合
理
的
な
根
拠
」
を
示
す
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
（
同
二
項
）。
事
業
者
側
が
十
分
な
資
料
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
消
費
者
庁
は
、
そ
れ
以
上
検
討
を
す
る
ま
で
も
な

く
、
当
該
表
示
が
五
条
一
号
に
該
当
す
る
と
「
み
な
し
」（
不
実
証
広
告
）、
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）

　
こ
の
規
定
は
平
成
一
五
年
の
景
表
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
。
当
時
の
管
轄
は
公
正
取
引
委
員
会
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
一
年
の
消
費

者
庁
新
設
に
よ
り
管
轄
が
移
管
し
、
排
除
命
令
か
ら
措
置
命
令
に
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）

改
正
と
同
時
に
、
公
取
委
は
不
実
証
広
告

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
七
条
第
二
項
の
運
用
指
針
―
不
実
証
広
告
規
制
に
関
す
る
指
針
―
」、
以
下

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
を
公
表
し
、
そ
の
後
消
費
者
庁
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

（
４
）

一
、
は
じ
め
に

　
事
業
者
は
消
費
者
に
対
し
、
そ
の
取
り
扱
う
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
消
費
者
に
対
し
情
報
提
供

を
行
う
。
こ
の
と
き
、（
よ
く
あ
る
話
だ
が
）
粉
飾
し
た
情
報
が
提
供
さ
れ
る
と
、
消
費
者
は
適
切
な
選
択
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
、

事
業
者
か
ら
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
各
方
面
か
ら
の
規
制
が
あ
る
。
主
要
な
も
の
と
し
て
は
、
広
告
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
の

表
示
に
つ
い
て
の
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
以
下
、「
景
表
法
」
と
い
う
）、
個
別
取
引
の
勧
誘
な
ど
に
か
か
る
消
費
者
契

約
法
や
特
定
商
取
引
法
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
立
法
趣
旨
も
場
面
も
異
な
る
け
れ
ど
も
、
事
業
者
の
立
場
、
特
に
予
防
法
的
な
見

地
か
ら
す
る
と
、「
一
般
的
な
消
費
者
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
相
手
が
ま
だ
特
定

さ
れ
て
い
な
い
景
表
法
の
世
界
で
は
か
か
る
想
定
は
容
易
で
は
な
い
。

　
本
稿
は
、
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
事
業
者
準
則
を
考
え
る
。
本
号
で
は
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
、
景
表
法
に
お

け
る
不
実
証
広
告
規
制
に
つ
い
て
の
事
件
か
ら
見
え
る
事
業
者
の
課
題
を
検
討
す
る
。

　
さ
て
、
不
当
な
表
示
を
規
制
す
る
方
法
と
し
て
、
現
行
法
で
は
、
商
品
等
の
優
良
誤
認
表
示
と
有
利
誤
認
表
示
に
つ
き
、
消
費
者
庁

等
に
よ
る
措
置
命
令
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
優
良
誤
認
表
示
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
な
不
実
証
広
告
規
制
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
優
良
誤
認
表
示
で
あ
る
こ
と
自
体
を
争
う
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
者
側
か
ら
す
る
と
一
方
的
な
規
制
で
あ
る
と
も
感
じ

ら
れ
る
。
最
近
、
こ
の
不
実
証
広
告
の
合
憲
性
を
争
う
事
件
が
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
初
め
て
の
最
高
裁
の
判
断
と
な
っ
た
。

判
旨
そ
の
も
の
は
憲
法
の
解
釈
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
当
事
者
の
主
張
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
各
審
の
判
断
を
見
る
と
、
事
業
者
側
の
困

惑
に
は
多
少
の
同
情
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
事
業
者
準
則
の
課
題
も
見
え
て
く
る
。

論　　　説
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二
、
不
実
証
広
告
規
制
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
か
ら
み
る
事
業
者
の
困
惑

１
　
景
表
法
七
条
に
よ
る
措
置
命
令
の
構
造

　
ま
ず
、
景
表
法
七
条
に
よ
る
措
置
命
令
の
構
造
（
不
当
表
示
関
係
）
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
た
い
。

　
景
表
法
上
禁
止
さ
れ
る
不
当
表
示
に
は
、
五
条
一
号
の
い
わ
ゆ
る
優
良
誤
認
表
示
と
同
二
号
の
有
利
誤
認
表
示
、
そ
の
他
、
商
品
等

の
内
容
や
取
引
条
件
以
外
の
事
項
に
係
る
不
当
表
示（
指
定
告
示
、
同
三
号
）と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
抵
触
す
る
表
示
が
あ
っ

た
場
合
、
消
費
者
庁
長
官
（
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
委
任
、
三
三
条
一
項
）
は
、
表
示
の
差
止
や
再
発
防
止
策
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
違
反
行
為
が
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
可
能
で
あ
る
（
同
七
条
一
項
）。

　
こ
の
う
ち
、
優
良
誤
認
表
示
に
関
し
て
は
、
消
費
者
庁
は
、
そ
の
表
示
が
こ
れ
に
抵
触
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
表
示
を
し
た
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
表
示
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
「
合
理
的
な
根
拠
」
を
示
す
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
（
同
二
項
）。
事
業
者
側
が
十
分
な
資
料
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
消
費
者
庁
は
、
そ
れ
以
上
検
討
を
す
る
ま
で
も
な

く
、
当
該
表
示
が
五
条
一
号
に
該
当
す
る
と
「
み
な
し
」（
不
実
証
広
告
）、
措
置
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）

　
こ
の
規
定
は
平
成
一
五
年
の
景
表
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
。
当
時
の
管
轄
は
公
正
取
引
委
員
会
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
一
年
の
消
費

者
庁
新
設
に
よ
り
管
轄
が
移
管
し
、
排
除
命
令
か
ら
措
置
命
令
に
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）

改
正
と
同
時
に
、
公
取
委
は
不
実
証
広
告

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
七
条
第
二
項
の
運
用
指
針
―
不
実
証
広
告
規
制
に
関
す
る
指
針
―
」、
以
下

「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
を
公
表
し
、
そ
の
後
消
費
者
庁
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

（
４
）



際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
と
の
認
識
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
基
準
と
な
る
と
述
べ
る
（
同
（
２
））。

　
し
か
し
こ
の
考
え
方
だ
と
、
具
体
的
な
効
能
な
い
し
効
果
を
う
た
わ
な
く
て
も
、
合
理
的
根
拠
資
料
を
要
求
さ
れ
る
余
地
が
出
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
消
費
者
が
あ
る
商
品
等
に
関
す
る
広
告
等
か
ら
受
け
る
印
象
が
、
漠
然
と
し
た
好
感
（
嫌
悪
感
か
も
知
れ

な
い
が
）
に
過
ぎ
な
い
か
、
商
品
へ
の
具
体
的
な
期
待
を
含
ん
で
し
ま
う
か
、
で
判
断
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
差
は
そ
れ

ほ
ど
明
快
で
は
あ
る
ま
い
。

　
事
業
者
と
し
て
は
、
も
し
合
理
的
根
拠
資
料
の
提
出
に
失
敗
し
て
措
置
命
令
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず
措
置
命
令
自
体
が
訂

正
広
告
等
の
周
知
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
企
業
名
や
商
品
名
、
問
題
と
さ
れ
た
事
案
の
詳
細
が
解
説
付
き

で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。）

（
（

事
業
者
と
し
て
は
、
七
条
二
項
は
可
能
な
限
り
抑
制
的
に
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
よ
り
具
体
的
な
基

準
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。）

（
（

　
こ
の
よ
う
な
背
景
で
、
同
条
の
憲
法
違
反
が
争
わ
れ
た
の
が
令
和
四
年
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。

３
　
令
和
四
年
三
月
最
高
裁
判
決（
７
）

（
１
）
事
件
の
概
要

　
本
件
は
、
食
品
販
売
業
者
Ｄ
の
行
っ
た
新
聞
広
告
が
優
良
誤
認
表
示
と
み
な
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
消
費
者
庁
が
当
該
広
告
に
つ
い

て
Ｄ
に
対
し
合
理
的
根
拠
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ｄ
が
提
出
し
た
資
料
で
は
合
理
的
根
拠
資
料
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と

し
て
、
七
条
二
項
に
よ
り
措
置
命
令
を
出
し
た
。
Ｄ
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
処
分
取
り
消
し
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

　
Ｄ
社
の
広
告
の
文
章
に
は
、
明
白
に
具
体
的
な
効
能
を
う
た
っ
た
部
分
は
な
く
、「
ボ
ン
ヤ
リ
・
に
ご
っ
た
感
じ
に
！
！
」、「
よ
う

や
く
出
会
え
た
ク
リ
ア
で
ス
ッ
キ
リ
！
！
」「
新
聞
・
読
書	

楽
し
み
た
い
方
に

▷

目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
実
感
力
！
！
…
」
等
、
主
観
的
・
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景品表示法上の不実証広告規制

２
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
説
明
と
事
業
者
の
不
安
要
素

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、「
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
示
す
」
表
示
に
当
た
る
か
否
か
は
、
業
界
の
慣
行
や
表
示
を
行
う
事
業
者
の

認
識
に
よ
り
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
表
示
の
受
け
手
で
あ
る
一
般
消
費
者
に
、「
著
し
く
優
良
」
と
認
識
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
観

点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、「
著
し
く
」
と
は
、
当
該
表
示
の
誇
張
の
程
度
が
、
社
会
一
般
に
許
容
さ
れ
る
程
度
を
超
え
て
、
一
般

消
費
者
に
よ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
影
響
を
与
え
る
場
合
を
い
う
。
つ
ま
り
、
一
般
消
費
者
に
対
し
て
、
社
会
一
般
に
許
容
さ

れ
る
誇
張
の
程
度
を
超
え
て
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
、
実
際
の
も
の
等
よ
り
も
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
示
す
表
示
で
あ
る
（
傍

線
筆
者
）。	

な
お
、「
著
し
く
優
良
で
あ
る
と
示
す
」
表
示
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
表
示
上
の
特
定
の
文
章
、
図
表
、
写
真

等
か
ら
一
般
消
費
者
が
受
け
る
印
象
・
認
識
で
は
な
く
、
表
示
内
容
全
体
か
ら
一
般
消
費
者
が
受
け
る
印
象
・
認
識
が
基
準
と
な
る
、

と
さ
れ
る
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
１
、
２
（
２
））。

	

　
そ
し
て
、
七
条
二
項
の
適
用
対
象
は
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
関
す
る
表
示
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
原
材
料
、
成
分
、
容

量
、
原
産
地
、
等
級
、
住
宅
地
の
交
通
の
便
、
周
辺
環
境
の
よ
う
な
事
項
に
関
す
る
表
示
は
、
契
約
書
等
の
所
対
や
商
品
そ
の
も
の
等

の
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
表
示
が
不
実
か
ど
う
か
確
認
で
き
る
。

（
５
）

こ
れ
に
対
し
、
痩
身
効
果
、
空
気
清
浄
機
能
等
の
よ
う
な
効

果
、
性
能
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
実
際
に
表
示
さ
れ
た
と
お
り
の
効
果
、
性
能
が
あ
る
か
否
か
を

客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
も
っ
ぱ
ら
商
品
等
の
効
果
・
性
能
に
関
す
る
表
示

に
関
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
、
１
）。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
続
け
て
、
過
去
の
排
除
命
令
な
い
し
措
置
命
令
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
効
能
を
う
た

う
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
が
信
じ
る
で
あ
ろ
う
（
消
費
者
に
信
じ
さ
せ
た
い
）
表
示
内
容
は
明
白
で
あ
る
（
同
２
（
１
））。
こ
れ
に
対

し
、
神
秘
的
・
主
観
的
・
抽
象
的
な
内
容
（
開
運
、
気
分
爽
快
、
健
康
に
な
る
等
）
の
表
現
に
つ
い
て
は
、「
一
般
消
費
者
に
対
し
実

論　　　説
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際
の
も
の
よ
り
も
著
し
く
優
良
と
の
認
識
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断
基
準
と
な
る
と
述
べ
る
（
同
（
２
））。

　
し
か
し
こ
の
考
え
方
だ
と
、
具
体
的
な
効
能
な
い
し
効
果
を
う
た
わ
な
く
て
も
、
合
理
的
根
拠
資
料
を
要
求
さ
れ
る
余
地
が
出
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
消
費
者
が
あ
る
商
品
等
に
関
す
る
広
告
等
か
ら
受
け
る
印
象
が
、
漠
然
と
し
た
好
感
（
嫌
悪
感
か
も
知
れ

な
い
が
）
に
過
ぎ
な
い
か
、
商
品
へ
の
具
体
的
な
期
待
を
含
ん
で
し
ま
う
か
、
で
判
断
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
差
は
そ
れ

ほ
ど
明
快
で
は
あ
る
ま
い
。

　
事
業
者
と
し
て
は
、
も
し
合
理
的
根
拠
資
料
の
提
出
に
失
敗
し
て
措
置
命
令
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず
措
置
命
令
自
体
が
訂

正
広
告
等
の
周
知
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
企
業
名
や
商
品
名
、
問
題
と
さ
れ
た
事
案
の
詳
細
が
解
説
付
き

で
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。）

（
（

事
業
者
と
し
て
は
、
七
条
二
項
は
可
能
な
限
り
抑
制
的
に
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
よ
り
具
体
的
な
基

準
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。）

（
（

　
こ
の
よ
う
な
背
景
で
、
同
条
の
憲
法
違
反
が
争
わ
れ
た
の
が
令
和
四
年
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。

３
　
令
和
四
年
三
月
最
高
裁
判
決（
７
）

（
１
）
事
件
の
概
要

　
本
件
は
、
食
品
販
売
業
者
Ｄ
の
行
っ
た
新
聞
広
告
が
優
良
誤
認
表
示
と
み
な
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
消
費
者
庁
が
当
該
広
告
に
つ
い

て
Ｄ
に
対
し
合
理
的
根
拠
資
料
の
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ｄ
が
提
出
し
た
資
料
で
は
合
理
的
根
拠
資
料
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と

し
て
、
七
条
二
項
に
よ
り
措
置
命
令
を
出
し
た
。
Ｄ
社
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
処
分
取
り
消
し
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

　
Ｄ
社
の
広
告
の
文
章
に
は
、
明
白
に
具
体
的
な
効
能
を
う
た
っ
た
部
分
は
な
く
、「
ボ
ン
ヤ
リ
・
に
ご
っ
た
感
じ
に
！
！
」、「
よ
う

や
く
出
会
え
た
ク
リ
ア
で
ス
ッ
キ
リ
！
！
」「
新
聞
・
読
書	

楽
し
み
た
い
方
に

▷

目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
実
感
力
！
！
…
」
等
、
主
観
的
・

消費者への情報提供にかかる事業者準則（一）

5 （熊本法学157号 ’23）

景品表示法上の不実証広告規制



う
す
る
と
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
事
業
者
が
し
た
表
示
を
措
置
命
令
の
対
象
と
な
る
優
良
誤
認
表
示
と
み
な
す
こ
と
は
、

前
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
定
め
た
こ
と

が
立
法
府
の
合
理
的
裁
量
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

　
し
か
し
、「
み
な
し
」
規
定
が
不
当
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
直
接
答
え
て
い
な
い
（
Ｄ
社
が
明
確
に
主
張
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
）。

（
２
）
事
業
者
側
か
ら
見
た
課
題

　
最
高
裁
の
判
断
は
、
ほ
ぼ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
追
認
す
る
内
容
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
七
条
二
項
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
は
異
論
は
な

か
ろ
う
。
誤
認
す
る
消
費
者
を
出
さ
な
い
た
め
迅
速
な
テ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
目
的
の
正
当
性
な
い
し
合
理
性
、
そ
の
方
法
の

相
当
性
と
い
う
、
何
ら
か
の
権
利
を
制
限
す
る
場
合
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
基
準
が
こ
こ
で
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　
問
題
は
、
消
費
者
庁
が
景
表
法
七
条
二
項
を
選
択
す
る
基
準
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
七
条
二
項

が
選
択
さ
れ
た
場
合
、
条
文
の
構
造
上
、
事
業
者
は
「
優
良
誤
認
表
示
に
該
当
す
る
か
否
か
」
自
体
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
件

に
関
す
る
限
り
、
消
費
者
庁
か
ら
の
措
置
命
令
に
速
や
か
に
従
っ
た
方
が
、
上
告
審
ま
で
争
う
よ
り
コ
ス
ト
は
か
か
ら
ず
、（
社
名
等

を
公
表
さ
れ
た
と
し
て
も
）
信
用
の
回
復
も
早
そ
う
な
の
に
、
Ｄ
社
が
、
採
算
を
度
外
視
し
て
最
高
裁
ま
で
争
っ
た
動
機
は
こ
の
辺
り

に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。）

（（
）（
（1
（

　
控
訴
審
ま
で
の
主
張
か
ら
推
測
す
る
に
、
Ｄ
社
は
、
将
来
へ
の
備
え
と
し
て
、
七
条
二
項
を
事
実
上
排
除
す
る
か
、
適
用
範
囲
を

狭
め
る
（
立
証
を
消
費
者
庁
側
に
負
担
さ
せ
る
）
こ
と
、
そ
れ
が
難
し
け
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
明
白
な
基
準
を
消
費
者
庁
側
か
ら
提
出

さ
せ
る
こ
と
、
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
不
実
証
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
あ
る
程
度
具
体
的
で
詳
細
で
は
あ
る
も
の

消費者への情報提供にかかる事業者準則（一）
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抽
象
的
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
写
真
や
レ
イ
ア
ウ
ト
等
全
体
を
見
る
と
、
目
の
見
え
方
が
良
く
な
る
効
能
を
思
わ
せ
る

も
の
だ
っ
た
。）

（
（

　
Ｄ
社
が
景
表
法
の
解
釈
と
し
て
主
張
し
た
の
は
、
問
題
と
な
る
表
示
が
一
般
的
・
抽
象
的
で
あ
る
場
合
に
は
合
理
的
根
拠
資
料
の
提

出
が
困
難
な
場
合
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
七
条
二
項
の
適
用
は
表
示
が
具
体
的
な
効
能
・
効
果
を
訴
求
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
控
訴
審
で
は
、
具
体
的
な
効
能
・
効
果
の
訴
求
を
伴
わ
な
い
表
示
に
対
し
て
ま
で
合
理
的
根
拠
資
料
の

提
出
を
要
求
さ
れ
る
と
、
事
業
者
と
し
て
は
、
予
測
可
能
性
が
担
保
さ
れ
ず
、
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
範
囲
の
誇
張
と
認
識
し
て
い
た

表
示
が
不
意
打
ち
で
優
良
誤
認
表
示
と
認
定
さ
れ
、
重
大
な
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、（
営
利
的
）
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
、

と
の
主
張
を
追
加
し
た
が
、
い
ず
れ
も
排
斥
さ
れ
、
Ｄ
社
提
出
の
資
料
も
合
理
的
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
Ｄ
社
は
こ
の

よ
う
な
七
条
二
項
の
構
造
は
憲
法
二
一
条
な
い
し
二
二
条
（
表
現
の
自
由
・
営
業
の
自
由
）
を
侵
害
す
る
と
し
て
上
告
し
た
。
な
お
、

Ｄ
社
の
主
張
で
は
明
確
で
は
な
い
が
、
七
条
二
項
が
、
憲
法
二
二
条
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
七
条
二
項
が
「
み
な
し
」
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
表
示
に
つ
い
て
消
費
者
庁
が
七
条
二
項
の
方
法

を
選
択
し
た
場
合
、
事
業
者
は
、
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
が
な
か
っ
た
と
い
う
消
費
者
庁
の
判
断
を
争
う
（
提
出
し
た
資

料
が
合
理
的
な
根
拠
で
あ
る
等
）
こ
と
は
で
き
る
が
、
当
該
表
示
が
優
良
誤
認
表
示
で
は
な
い

0

0

と
主
張
し
て
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
は
事
業
者
の
営
利
的
表
現
の
自
由
な
い
し
営
業
の
自
由
を
過
度
に
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）

（
（

　
判
旨
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
説
示
し
、
Ｄ
社
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
①
一
般
消
費
者
の
利
益
を
よ
り
迅
速
に
保
護
す
る
と
い
う
同

条
の
目
的
は
公
共
の
福
祉
に
合
致
す
る
、
②
事
業
者
は
商
品
等
の
品
質
を
表
示
を
す
る
場
合
に
は
そ
の
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠

を
有
し
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
七
条
二
項
で
不
実
証
広
告
と
さ
れ
る
の
は
合
理
的
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
し
、

不
実
証
広
告
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
事
業
者
が
合
理
的
根
拠
を
備
え
た
上
で
改
め
て
か
か
る
表
示
を
す
る
こ
と
に
制
限
は
な
い
。「
そ

論　　　説

6（熊本法学157号 ’23） （熊本法学157号 ’23）



う
す
る
と
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
事
業
者
が
し
た
表
示
を
措
置
命
令
の
対
象
と
な
る
優
良
誤
認
表
示
と
み
な
す
こ
と
は
、

前
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
定
め
た
こ
と

が
立
法
府
の
合
理
的
裁
量
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

　
し
か
し
、「
み
な
し
」
規
定
が
不
当
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
直
接
答
え
て
い
な
い
（
Ｄ
社
が
明
確
に
主
張
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
）。

（
２
）
事
業
者
側
か
ら
見
た
課
題

　
最
高
裁
の
判
断
は
、
ほ
ぼ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
追
認
す
る
内
容
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
七
条
二
項
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
は
異
論
は
な

か
ろ
う
。
誤
認
す
る
消
費
者
を
出
さ
な
い
た
め
迅
速
な
テ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
目
的
の
正
当
性
な
い
し
合
理
性
、
そ
の
方
法
の

相
当
性
と
い
う
、
何
ら
か
の
権
利
を
制
限
す
る
場
合
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
基
準
が
こ
こ
で
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　
問
題
は
、
消
費
者
庁
が
景
表
法
七
条
二
項
を
選
択
す
る
基
準
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
七
条
二
項

が
選
択
さ
れ
た
場
合
、
条
文
の
構
造
上
、
事
業
者
は
「
優
良
誤
認
表
示
に
該
当
す
る
か
否
か
」
自
体
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
件

に
関
す
る
限
り
、
消
費
者
庁
か
ら
の
措
置
命
令
に
速
や
か
に
従
っ
た
方
が
、
上
告
審
ま
で
争
う
よ
り
コ
ス
ト
は
か
か
ら
ず
、（
社
名
等

を
公
表
さ
れ
た
と
し
て
も
）
信
用
の
回
復
も
早
そ
う
な
の
に
、
Ｄ
社
が
、
採
算
を
度
外
視
し
て
最
高
裁
ま
で
争
っ
た
動
機
は
こ
の
辺
り

に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。）

（（
）（
（1
（

　
控
訴
審
ま
で
の
主
張
か
ら
推
測
す
る
に
、
Ｄ
社
は
、
将
来
へ
の
備
え
と
し
て
、
七
条
二
項
を
事
実
上
排
除
す
る
か
、
適
用
範
囲
を

狭
め
る
（
立
証
を
消
費
者
庁
側
に
負
担
さ
せ
る
）
こ
と
、
そ
れ
が
難
し
け
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
明
白
な
基
準
を
消
費
者
庁
側
か
ら
提
出

さ
せ
る
こ
と
、
を
狙
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
不
実
証
広
告
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
あ
る
程
度
具
体
的
で
詳
細
で
は
あ
る
も
の

消費者への情報提供にかかる事業者準則（一）
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者
に
そ
れ
ほ
ど
信
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
か
な
り
誇
張
が
あ
っ
て
も
誤
認
さ
れ
な
い
、
逆
に
言
え
ば
相
当
程
度
の
誇
張
が
許
さ
れ

る
、
と
い
う
の
が
社
会
通
念
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
の
広
告
で
は
「
個
人
の
感
想
で
す
」
の
よ
う
な
断
り
書
き
が
乱
発
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
全
体
の
「
印
象
」
が
問
題
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
ま
で
効
果
的
と
も
言
え
な
か
ろ
う
。

　
事
業
者
と
し
て
は
、「
見
せ
た
い
」
イ
メ
ー
ジ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
証
拠
を
準
備
し
て
お
く
か
、
誤
解
の
余
地

が
な
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
あ
る
と
す
れ
ば
）
に
持
っ
て
い
く
か
、
が
安
全
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）

（1
（

　
な
お
、
平
成
二
六
年
改
正
景
表
法
で
、
事
業
者
に
は
、
表
示
に
関
す
る
事
項
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
等
の
義
務
が

課
さ
れ
て
い
る
（
二
六
条
）。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
表
示
を
す
る
前
に
合
理
的
根
拠
を
有
し
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
最
判
の
説
示
は
重
要
で
あ
る
。

　「
一
般
的
消
費
者
」
像
を
想
定
す
る
困
難
さ
は
、
事
案
の
個
別
性
が
高
い
こ
と
の
ほ
か
、
消
費
者
を
取
り
巻
く
情
報
の
拡
散
速
度
と

連
動
し
て
、「
一
般
」
の
い
わ
ば
相
場
が
比
較
的
早
い
サ
イ
ク
ル
で
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
法
の
場
面
で

は
あ
る
が
、
平
成
初
期
に
は
、
自
分
の
銀
行
カ
ー
ド
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
機
能
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
消
費
者
が
こ
れ
を

悪
用
さ
れ
た
事
件
で
、
銀
行
が
説
明
義
務
違
反
を
問
わ
れ
、
利
用
限
度
額
を
超
え
る
部
分
を
無
効
と
す
る
下
級
審
判
決
が
存
在
し
て
い

た
。
他
方
、
最
近
、
銀
行
カ
ー
ド
を
訪
問
者
に
す
り
替
え
ら
れ
て
だ
ま
し
取
ら
れ
、
銀
行
預
金
を
不
当
に
引
き
出
さ
れ
る
事
件
が
頻
発

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
被
害
者
の
一
人
が
預
貯
金
者
保
護
法
五
条
に
基
づ
き
銀
行
に
対
し
払
い
出
さ
れ
た
額
の
補
填
を
請
求
し
た
事

件
で
、
預
金
者
に
重
過
失
が
あ
る
と
し
て
棄
却
し
た
下
級
審
判
決
が
出
て
き
た
。）

（1
（

こ
れ
は
「
一
般
的
」
と
い
う
よ
り
「
期
待
さ
れ
る
」

消
費
者
像
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
取
引
法
上
の
事
件
や
相
談
事
例
、
そ
の
他
消
費
者
の
か
か
わ
る
事
件
等
か
ら
ト
レ
ン
ド
を

つ
か
む
努
力
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
。
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の
、
七
条
二
項
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
は
個
別
事
案
ご
と
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
２
、
２
（
１
））、

Ｄ
社
が
固
執
し
て
い
る
「
具
体
的
な
効
能
を
述
べ
て
い
な
い

≒

抽
象
的
・
主
観
的
内
容
」
に
つ
い
て
も
、「
一
般
的
消
費
者
」
の
認
識

に
か
か
っ
て
い
る
。
事
業
者
と
し
て
は
、
例
示
さ
れ
た
事
例
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
な
い
限
り
、
自
社
の
広
告
等
に
七
条
二
項
が
選
択

さ
れ
、
反
論
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
危
惧
を
抱
く
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
で
も
な
い
。

三
　
事
業
者
準
則
の
現
状

１
「
一
般
的
な
消
費
者
」
を
想
定
す
る
困
難

　
令
和
四
年
最
判
の
事
業
者
の
（
推
測
さ
れ
る
）
危
惧
は
、
広
告
を
打
つ
必
要
の
あ
る
事
業
者
が
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
し
て
抱
い
て

い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
景
表
法
七
条
二
項
の
不
実
証
広
告
規
制
は
、
消
費
者
の
危
険
を
迅
速
に
取
り
除
く
点
で
は
優
れ
て
い
る
も
の

の
、
事
業
者
の
負
担
は
軽
く
な
い
。
特
定
の
者
が
あ
る
表
示
を
誤
認
し
て
契
約
の
効
力
を
争
う
、
と
い
っ
た
事
件
と
は
異
な
り
、
ま
だ

存
在
し
て
い
な
い
「
一
般
消
費
者
」
の
印
象
を
予
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
想
定
さ
れ
る
「
一
般
的
消
費
者
」
は
何
を
「
優
良
」
の

基
準
と
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
表
示
で
あ
れ
ば
「
誤
認
」
す
る
「
印
象
」
を
受
け
る
か
、
い
ず
れ
も
想
定
上
で
あ
る
う
え
内
心
の
問
題

で
あ
り
、
検
討
は
容
易
で
は
な
い
。）

（1
（

食
品
表
示
法
等
他
の
規
制
法
に
従
っ
て
い
て
も
、
消
費
者
が
そ
の
法
律
を
知
ら
な
け
れ
ば
誤
解
す

る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
（
た
と
え
ば
「
原
産
地

　
日
本
」
と
「
国
産
」
と
は
意
味
が
違
う
の
だ
が
、
よ
ほ
ど
関
心
が
あ
る
消
費
者
で
な

い
限
り
こ
の
区
別
は
難
し
い
）。

　「
社
会
一
般
に
許
容
さ
れ
る
誇
張
」（
パ
フ
ィ
ン
グ
）
も
ま
た
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
商
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
表
示
は
―

食
品
表
示
に
関
す
る
規
制
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
―
一
定
の
信
頼
が
あ
る
か
ら
誇
張
は
許
さ
れ
な
い
が
、
広
告
は
そ
も
そ
も
消
費

論　　　説

8（熊本法学157号 ’23） （熊本法学157号 ’23）



者
に
そ
れ
ほ
ど
信
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
か
な
り
誇
張
が
あ
っ
て
も
誤
認
さ
れ
な
い
、
逆
に
言
え
ば
相
当
程
度
の
誇
張
が
許
さ
れ

る
、
と
い
う
の
が
社
会
通
念
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
の
広
告
で
は
「
個
人
の
感
想
で
す
」
の
よ
う
な
断
り
書
き
が
乱
発
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
全
体
の
「
印
象
」
が
問
題
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
ま
で
効
果
的
と
も
言
え
な
か
ろ
う
。

　
事
業
者
と
し
て
は
、「
見
せ
た
い
」
イ
メ
ー
ジ
が
事
実
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
証
拠
を
準
備
し
て
お
く
か
、
誤
解
の
余
地

が
な
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
あ
る
と
す
れ
ば
）
に
持
っ
て
い
く
か
、
が
安
全
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）

（1
（

　
な
お
、
平
成
二
六
年
改
正
景
表
法
で
、
事
業
者
に
は
、
表
示
に
関
す
る
事
項
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
等
の
義
務
が

課
さ
れ
て
い
る
（
二
六
条
）。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
表
示
を
す
る
前
に
合
理
的
根
拠
を
有
し
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
最
判
の
説
示
は
重
要
で
あ
る
。

　「
一
般
的
消
費
者
」
像
を
想
定
す
る
困
難
さ
は
、
事
案
の
個
別
性
が
高
い
こ
と
の
ほ
か
、
消
費
者
を
取
り
巻
く
情
報
の
拡
散
速
度
と

連
動
し
て
、「
一
般
」
の
い
わ
ば
相
場
が
比
較
的
早
い
サ
イ
ク
ル
で
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
法
の
場
面
で

は
あ
る
が
、
平
成
初
期
に
は
、
自
分
の
銀
行
カ
ー
ド
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
機
能
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
消
費
者
が
こ
れ
を

悪
用
さ
れ
た
事
件
で
、
銀
行
が
説
明
義
務
違
反
を
問
わ
れ
、
利
用
限
度
額
を
超
え
る
部
分
を
無
効
と
す
る
下
級
審
判
決
が
存
在
し
て
い

た
。
他
方
、
最
近
、
銀
行
カ
ー
ド
を
訪
問
者
に
す
り
替
え
ら
れ
て
だ
ま
し
取
ら
れ
、
銀
行
預
金
を
不
当
に
引
き
出
さ
れ
る
事
件
が
頻
発

し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
被
害
者
の
一
人
が
預
貯
金
者
保
護
法
五
条
に
基
づ
き
銀
行
に
対
し
払
い
出
さ
れ
た
額
の
補
填
を
請
求
し
た
事

件
で
、
預
金
者
に
重
過
失
が
あ
る
と
し
て
棄
却
し
た
下
級
審
判
決
が
出
て
き
た
。）

（1
（

こ
れ
は
「
一
般
的
」
と
い
う
よ
り
「
期
待
さ
れ
る
」

消
費
者
像
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
取
引
法
上
の
事
件
や
相
談
事
例
、
そ
の
他
消
費
者
の
か
か
わ
る
事
件
等
か
ら
ト
レ
ン
ド
を

つ
か
む
努
力
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
。
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（
3
）
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
西
川
康
一
・
消
費
者
庁
表
示
対
策
課
長
『
景
品
表
示
法
（
第
６
版
）』（
商
事
法
務
・
二
〇
二
一
年
）
二
一
頁
以
下
。

（
4
）
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
公
正
取
引
委
員
会
、
一
部
改
正
平
成
二
八
年
四
月
一
日
消
費
者
庁
。

　
　

https://w
w

w.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121prem
ium

s_34.pdf

（
（
）
措
置
命
令
の
個
別
事
案
の
詳
細
は
、
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〈
お
知
ら
せ
〉
執
行
状
況
〇
年
度
、
で
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最

近
の
例
で
は
、
あ
る
飲
料
の
表
示
が
優
良
誤
認
表
示
に
当
た
る
と
し
て
、
措
置
命
令
の
内
容
・
当
該
商
品
の
写
真
・
事
業
者
宛
の
文
書
に
加
え
、

景
表
法
の
該
当
条
文
・
表
示
規
制
の
概
要
説
明
図
等
が
、
そ
の
ま
ま
講
義
の
参
考
資
料
に
使
え
る
ほ
ど
詳
細
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。

　
　

https://w
w

w.caa.go.jp/notice/assets/representation_220906_1.pdf

（
（
）
井
上
嘉
仁
「
不
実
証
広
告
規
制
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
七
条
二
項
）
の
合
憲
性
」
は
、
不
実
証
広
告
規
制
に
つ
い
て
「
政
府
に

よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
規
制
」
と
批
判
す
る
（
新
・
判
例
解
説W

atch

・
憲
法N

o.7

、
文
献
番
号z18817009-00-012032181

）。

（
７
）
最
高
裁
令
和
四
年
三
月
八
日
判
決
、
金
判
一
六
五
一
号
八
頁
（
下
級
審
判
決
も
同
号
に
掲
載
）、
判
タ
一
五
〇
〇
号
七
六
頁
、
拙
稿
「
景
品
表
示

法
上
の
不
実
証
広
告
規
制
の
合
理
性
―
消
費
者
法
の
立
場
か
ら
」
熊
本
法
学
一
五
五
号
五
一
頁
。

（
（
）「
印
象
」
を
フ
ラ
ッ
ト
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
筆
者
が
あ
る
研
究
会
で
こ
の
広
告
を
呈
示
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
も
そ
も
何
の
広
告
か

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
（
こ
の
広
告
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
年
齢
層
の
研
究
者
か
ら
）。「
一
般
消
費
者
」
を
ど
の
よ
う

に
想
定
す
る
か
難
し
い
と
い
う
例
で
あ
る
。

（
（
）
前
出
注
７
判
タ
［
解
説
］
七
六
頁
も
こ
れ
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
本
件
控
訴
審
は
、（
事
業
者
が
優
良
誤
認
表
示
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
）「
措
置
命
令
に
至
る
手
続
及
び
措
置
命
令
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
主
張
し
て
争
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
（
第
３
当
裁
判
所
の
判
断
２
（
1
）、
前
出
注
７
金
判
一
六
五
一
号
一
八
頁
）。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
可
否
に
つ
い
て
解
釈

が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

（
10
）
前
出
注
７
金
判
一
六
五
一
号
一
四
頁
は
「（
Ｄ
社
が
）
本
件
広
告
の
本
件
記
載
が
優
良
誤
認
表
示
に
当
た
ら
な
い
と
の
考
え
に
固
執
し
す
ぎ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
え
な
く
も
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
。
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11 （熊本法学157号 ’23）

景品表示法上の不実証広告規制

２
　「
体
制
の
整
備
」
義
務

　
不
実
証
広
告
規
制
か
ら
は
少
し
離
れ
る
が
、
前
述
し
た
、
表
示
の
管
理
上
の
措
置
（
平
成
二
六
年
改
正
景
表
法
二
六
条
）
を
軽
視
す

べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
措
置
に
関
し
て
は
行
政
指
導
も
準
備
さ
れ
て
い
る
が
（
同
二
七
条
、
二
八
条
）、
会
社
法
に
も
理
論
的
に
は
関

連
す
る
。
事
業
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
、
こ
の
措
置
を
怠
っ
て
い
る
と
、
極
端
な
例
で
は
あ
る
が
、
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
。

　
株
主
代
表
訴
訟
（
会
社
法
八
四
七
条
）
は
、
市
民
団
体
等
に
よ
り
、
事
業
者
を
非
難
し
、
何
ら
か
の
措
置
を
求
め
る
手
法
と
し
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。）

（1
（

形
式
的
に
は
取
締
役
等
の
役
員
に
対
し
、
任
務
懈
怠
を
理
由
に
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
の
で

あ
る
が
、
上
記
の
措
置
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
、
任
務
懈
怠
と
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
と
因
果
関
係
の

あ
る
損
害
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
六
ヶ
月
前
か
ら
一
単
元
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
で
な
け
れ
ば
提
訴
で
き
な
い

（
同
条
）。
相
当
の
コ
ス
ト
を
費
や
す
手
法
で
あ
る
か
ら
、
ハ
ー
ド
ル
は
か
な
り
高
い
が
、
可
能
性
と
し
て
は
否
定
で
き
な
い
。

　
こ
の
措
置
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
針
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、）

（1
（

事
業
者
と
し
て
は
、
会
社
法
上
の
内
部
統
制
体
制
構
築
義
務

（
大
会
社
に
課
さ
れ
る
、
同
三
六
二
条
五
項
）
と
の
関
連
で
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
次
章
以
下
で
検
討
す
る
。

注（
1
）
現
行
の
指
定
告
示
は
、
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等
に
つ
い
て
の
表
示
（
昭
和
四
八
年
公
取
委
告
示
第
四
号
）、
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な

表
示
（
昭
和
四
八
年
公
取
委
告
示
第
三
四
号
）、
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用
に
関
す
る
不
当
な
表
示
（
昭
和
五
五
年
公
取
委
告
示
第
一
三
号
）、
不

動
産
の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示（
昭
和
五
五
年
公
取
委
告
示
第
一
四
号
）、
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示（
平
成
五
年
公
取
委
告
示
第
一
七
号
）、

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
不
当
な
表
示
（
平
成
一
六
年
公
取
委
告
示
第
三
号
）、
の
六
つ
で
あ
る
。

（
2
）
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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（
3
）
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
西
川
康
一
・
消
費
者
庁
表
示
対
策
課
長
『
景
品
表
示
法
（
第
６
版
）』（
商
事
法
務
・
二
〇
二
一
年
）
二
一
頁
以
下
。

（
4
）
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
公
正
取
引
委
員
会
、
一
部
改
正
平
成
二
八
年
四
月
一
日
消
費
者
庁
。

　
　

https://w
w

w.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121prem
ium

s_34.pdf

（
（
）
措
置
命
令
の
個
別
事
案
の
詳
細
は
、
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〈
お
知
ら
せ
〉
執
行
状
況
〇
年
度
、
で
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最

近
の
例
で
は
、
あ
る
飲
料
の
表
示
が
優
良
誤
認
表
示
に
当
た
る
と
し
て
、
措
置
命
令
の
内
容
・
当
該
商
品
の
写
真
・
事
業
者
宛
の
文
書
に
加
え
、

景
表
法
の
該
当
条
文
・
表
示
規
制
の
概
要
説
明
図
等
が
、
そ
の
ま
ま
講
義
の
参
考
資
料
に
使
え
る
ほ
ど
詳
細
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。

　
　

https://w
w

w.caa.go.jp/notice/assets/representation_220906_1.pdf

（
（
）
井
上
嘉
仁
「
不
実
証
広
告
規
制
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
七
条
二
項
）
の
合
憲
性
」
は
、
不
実
証
広
告
規
制
に
つ
い
て
「
政
府
に

よ
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
規
制
」
と
批
判
す
る
（
新
・
判
例
解
説W

atch

・
憲
法N

o.7

、
文
献
番
号z18817009-00-012032181

）。

（
７
）
最
高
裁
令
和
四
年
三
月
八
日
判
決
、
金
判
一
六
五
一
号
八
頁
（
下
級
審
判
決
も
同
号
に
掲
載
）、
判
タ
一
五
〇
〇
号
七
六
頁
、
拙
稿
「
景
品
表
示

法
上
の
不
実
証
広
告
規
制
の
合
理
性
―
消
費
者
法
の
立
場
か
ら
」
熊
本
法
学
一
五
五
号
五
一
頁
。

（
（
）「
印
象
」
を
フ
ラ
ッ
ト
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
筆
者
が
あ
る
研
究
会
で
こ
の
広
告
を
呈
示
し
た
と
こ
ろ
、「
そ
も
そ
も
何
の
広
告
か

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ
た
（
こ
の
広
告
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
年
齢
層
の
研
究
者
か
ら
）。「
一
般
消
費
者
」
を
ど
の
よ
う

に
想
定
す
る
か
難
し
い
と
い
う
例
で
あ
る
。

（
（
）
前
出
注
７
判
タ
［
解
説
］
七
六
頁
も
こ
れ
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
本
件
控
訴
審
は
、（
事
業
者
が
優
良
誤
認
表
示
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
）「
措
置
命
令
に
至
る
手
続
及
び
措
置
命
令
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
主
張
し
て
争
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
ら
」
と
述
べ
て
い
る
（
第
３
当
裁
判
所
の
判
断
２
（
1
）、
前
出
注
７
金
判
一
六
五
一
号
一
八
頁
）。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
可
否
に
つ
い
て
解
釈

が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

（
10
）
前
出
注
７
金
判
一
六
五
一
号
一
四
頁
は
「（
Ｄ
社
が
）
本
件
広
告
の
本
件
記
載
が
優
良
誤
認
表
示
に
当
た
ら
な
い
と
の
考
え
に
固
執
し
す
ぎ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
え
な
く
も
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
。

消費者への情報提供にかかる事業者準則（一）

11 （熊本法学157号 ’23）

景品表示法上の不実証広告規制



認
定
し
、
被
害
者
は
わ
ず
か
の
注
意
さ
え
す
れ
ば
不
正
使
用
を
防
げ
た
と
し
て
預
金
者
保
護
法
五
条
三
項
一
号
ロ
（
銀
行
の
善
意
無
過
失
か
つ
預

金
者
の
重
過
失
）
に
該
当
す
る
と
し
、
補
填
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
1（
）
景
表
法
違
反
の
表
示
に
対
す
る
差
止
請
求
は
、
適
格
消
費
者
団
体
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
は
措
置
命
令
と
異
な
り
、
す
で

に
違
反
行
為
が
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
で
棄
却
と
な
っ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
ク
ロ
レ
ラ
チ
ラ
シ
事
件
」（
最
判
平

成
二
九
年
一
月
二
四
日
）
で
あ
る
。
行
政
処
分
と
効
果
が
異
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
消
費
者
団
体
側
と
し
て
は
若
干
不
満

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
代
表
訴
訟
は
、
過
去
の
問
題
を
（
実
質
的
に
）
非
難
す
る
に
は
向
い
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
本
来
、

会
社
が
役
員
個
人
に
対
し
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を
果
た
す
よ
う
請
求
で
き
る
と
こ
ろ
、
株
主
が
会
社
の
た
め
に
訴
え
る
（
つ
ま
り
株
主
と
会
社

が
同
じ
側
に
立
っ
て
役
員
個
人
に
対
峙
す
る
）
手
法
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
実
質
的
に
会
社
を
非
難
す
る
（
株
主
が
役
員
を
訴
え
る
こ
と
で
間

接
的
に
会
社
を
攻
撃
す
る
）
目
的
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
会
社
法
も
（
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
こ
の
こ
と
を
認
め
る

よ
う
な
規
定
が
あ
る
（
会
社
の
被
告
取
締
役
へ
の
補
助
参
加
、
和
解
等
）。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
目
的
の
代
表
訴
訟
で
は
、
原
告
の
意
を
く
む

条
件
で
和
解
す
る
（
役
員
の
交
代
、
情
報
開
示
、
再
発
防
止
策
の
策
定
な
ど
）
こ
と
が
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
代
表
訴
訟
で
も
っ
と

も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
責
任
追
及
の
原
因
は
、
役
員
が
任
務
を
懈
怠
し
、
そ
れ
に
よ
り
会
社
に
損
害
を
与
え
た
こ
と
（
同
四
二
三
条
）
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
不
当
な
広
告
等
を
出
し
て
い
る
会
社
は
、
先
述
の
景
表
法
二
六
条
の
措
置
が
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
高
く
、
会
社
法
上
、
大
会

社
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
内
部
統
制
体
制
構
築
義
務
（
同
三
六
二
条
五
項
）
に
違
反
し
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
に
該
当
す
る
と
解
釈
で
き
る
と
な
る
。

（
1（
）「
事
業
者
が
講
ず
べ
き
景
品
類
の
提
供
及
び
表
示
の
管
理
上
の
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
」（
平
成
二
六
年
内
閣
府
告
示
第
二
七
六
号
）。
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（
11
）
Ｄ
社
は
こ
の
後
、
三
七
〇
万
円
の
課
徴
金
納
付
命
令
（
景
表
法
八
条
）
も
受
け
て
い
る
。

　
　https://w

w
w.caa.go.jp/notice/assets/representation_cm

s215_210203_01.pdf
（
12
）
七
条
一
項
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
原
材
料
の
ほ
と
ん
ど
が
外
国
産
で
あ
る
ブ
レ
ン
ド
茶
に
、
原
材
料
が
「
阿
蘇
」
産
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
表

示
が
さ
れ
た
と
い
う
事
件
が
あ
る
（
東
地
判
平
成
二
九
六
月
二
七
日
判
タ
一
四
六
二
号
一
一
九
頁
）。
こ
の
事
件
で
は
、
明
白
に
阿
蘇
産
で
あ
る
と

の
表
示
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
全
体
の
印
象
か
ら
そ
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
か
ど
う
か
、
そ
も
そ
も
「
阿
蘇
」
が
ブ
ラ
ン
ド
と

言
え
る
か
ど
う
か
、
国
産
で
あ
る
こ
と
が
優
良
の
基
準
で
あ
る
か
、
等
に
つ
い
て
、
事
業
者
・
消
費
者
等
そ
れ
ぞ
れ
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を

提
出
し
、
か
な
り
細
か
く
争
わ
れ
た
。

（
13
）
措
置
命
令
の
件
数
は
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
年
間
三
〇
～
四
〇
件
程
度
、
う
ち
七
条
二
項
は
、
令
和
三
年
で
一
〇

件
程
度
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
務
と
し
て
は
、
消
費
者
庁
な
い
し
公
取
委
地
方
事
務
所
に
事
前
相
談
す
る
の
が
も
っ
と
も
現
実
的
か
も
し
れ
な

い
。
消
費
者
庁
・
公
取
委
の
景
表
法
に
関
す
る
相
談
窓
口
は
次
の
通
り
。
令
和
三
年
実
績
は
合
わ
せ
て
一
万
数
千
件
と
い
う
こ
と
で
、
相
当
利
用

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
消
費
者
庁https://w

w
w.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/

　
　
公
取
委
（
地
方
事
務
所
）https://w

w
w.jftc.go.jp/soudan/m

adoguchi/index.htm
l

（
14
）前
者
は
、
岡
山
地
判
平
成
六
年
二
月
二
八
日（
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
二
〇
号
三
六
頁
）。
バ
ン
ク
カ
ー
ド（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・
ロ
ー
ン
カ
ー
ド
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
複
数
機
能
を
持
つ
）
を
友
人
に
貸
与
し
（
暗
証
番
号
も
告
げ
た
ら
し
い
）
不
正
使
用
さ
れ
た
契
約
者
に
対
し
、
錯
誤
に
よ

り
利
用
限
度
額
を
超
え
る
部
分
を
無
効
と
し
た
。
そ
の
際
、
発
行
銀
行
の
説
明
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
、
利
用
者
の
年
齢
や
理
解
力
か
ら
し
て
契

約
者
に
重
過
失
な
し
と
判
断
し
て
い
る
。
後
者
は
東
地
判
令
和
三
年
二
月
一
九
日
（
金
判
一
六
一
八
号
三
七
頁
）。
被
害
者
は
、
警
察
官
と
名
乗
る

人
物
か
ら
電
話
で
被
害
者
の
カ
ー
ド
が
不
正
使
用
さ
れ
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
、
そ
の
者
に
、
取
引
金
融
機
関
・
口
座
番
号
・
暗
証
番
号
を
告
げ
た
。

そ
の
後
、
自
宅
を
訪
れ
た
他
の
自
称
警
察
官
に
よ
り
カ
ー
ド
を
盗
取
さ
れ
た
。
判
決
は
、
銀
行
等
が
不
正
使
用
を
防
止
す
べ
く
暗
証
番
号
等
を
他

人
に
告
げ
な
い
よ
う
注
意
喚
起
し
て
い
る
こ
と
、
前
述
の
よ
う
な
手
口
で
の
不
正
使
用
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
を
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認
定
し
、
被
害
者
は
わ
ず
か
の
注
意
さ
え
す
れ
ば
不
正
使
用
を
防
げ
た
と
し
て
預
金
者
保
護
法
五
条
三
項
一
号
ロ
（
銀
行
の
善
意
無
過
失
か
つ
預

金
者
の
重
過
失
）
に
該
当
す
る
と
し
、
補
填
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
1（
）
景
表
法
違
反
の
表
示
に
対
す
る
差
止
請
求
は
、
適
格
消
費
者
団
体
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
は
措
置
命
令
と
異
な
り
、
す
で

に
違
反
行
為
が
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
で
棄
却
と
な
っ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
ク
ロ
レ
ラ
チ
ラ
シ
事
件
」（
最
判
平

成
二
九
年
一
月
二
四
日
）
で
あ
る
。
行
政
処
分
と
効
果
が
異
な
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
消
費
者
団
体
側
と
し
て
は
若
干
不
満

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
代
表
訴
訟
は
、
過
去
の
問
題
を
（
実
質
的
に
）
非
難
す
る
に
は
向
い
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
本
来
、

会
社
が
役
員
個
人
に
対
し
、
損
害
賠
償
等
の
責
任
を
果
た
す
よ
う
請
求
で
き
る
と
こ
ろ
、
株
主
が
会
社
の
た
め
に
訴
え
る
（
つ
ま
り
株
主
と
会
社

が
同
じ
側
に
立
っ
て
役
員
個
人
に
対
峙
す
る
）
手
法
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
実
質
的
に
会
社
を
非
難
す
る
（
株
主
が
役
員
を
訴
え
る
こ
と
で
間

接
的
に
会
社
を
攻
撃
す
る
）
目
的
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
会
社
法
も
（
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
こ
の
こ
と
を
認
め
る

よ
う
な
規
定
が
あ
る
（
会
社
の
被
告
取
締
役
へ
の
補
助
参
加
、
和
解
等
）。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
目
的
の
代
表
訴
訟
で
は
、
原
告
の
意
を
く
む

条
件
で
和
解
す
る
（
役
員
の
交
代
、
情
報
開
示
、
再
発
防
止
策
の
策
定
な
ど
）
こ
と
が
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
代
表
訴
訟
で
も
っ
と

も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
責
任
追
及
の
原
因
は
、
役
員
が
任
務
を
懈
怠
し
、
そ
れ
に
よ
り
会
社
に
損
害
を
与
え
た
こ
と
（
同
四
二
三
条
）
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
不
当
な
広
告
等
を
出
し
て
い
る
会
社
は
、
先
述
の
景
表
法
二
六
条
の
措
置
が
で
き
て
い
な
い
可
能
性
が
高
く
、
会
社
法
上
、
大
会

社
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
内
部
統
制
体
制
構
築
義
務
（
同
三
六
二
条
五
項
）
に
違
反
し
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
に
該
当
す
る
と
解
釈
で
き
る
と
な
る
。

（
1（
）「
事
業
者
が
講
ず
べ
き
景
品
類
の
提
供
及
び
表
示
の
管
理
上
の
措
置
に
つ
い
て
の
指
針
」（
平
成
二
六
年
内
閣
府
告
示
第
二
七
六
号
）。

消費者への情報提供にかかる事業者準則（一）
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景品表示法上の不実証広告規制
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